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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収体と、前記吸収体の表側に配置された透液性トップシートと、前記吸収体の裏側に
配置された不透液性バックシートとを備えた吸収性物品において、
　前記吸収体は、表裏いずれか一方側に配された第１シートと、所定方向に延在する襞が
多数並設された第２シートと、これら第１シート及び第２シート間に配された吸収材とを
有し、且つ第１シート及び第２シートのうち少なくとも表側のシートは透液性を有してお
り、
　前記第１シートと、前記第２シートの各襞における第１シート側底部とが接合されて接
合部が形成され、これら接合部間では前記第１シートと前記第２シートとが接合されずに
トンネル状のセルが形成され、且つ各セル内に吸収材が封入されており、
　隣接する前記接合部は所定の間隔で離間しており、
　前記吸収材は少なくとも高吸収性ポリマー粒子を含む粉粒状物であり、
　前記各セル内の最大容積に対し、その内部に封入される吸収材の非吸収時の見かけ容積
は小さく、
　且つ各セル内の吸収材の少なくとも一部はそのセル内を移動可能であり、
　前記吸収体は、前記第２シートが前記トップシート側となり且つ前記第２シートの各襞
が一方向に倒伏した状態で備え付けられており、
　前記吸収体は、前記トップシート側の面が、前記セルの長手方向中間を横断する方向に
沿い且つ隣接する複数のセルにわたり延在する線状接合部によって、前記トップシートに
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対して接合された難膨張部分と、前記線状接合部を有しない易膨張部分とを有している、
　ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記第１シートと、前記第２シートの各襞における第１シート側底部とが前後方向に所
定の間隔開けて接合されて接合部が形成され、これら接合部間では前記第１シートと前記
第２シートとが接合されずに物品の幅方向に沿うトンネル状のセルが形成されており、
　前記線状接合部は、少なくとも股下部における前記セルの長手方向中間部に、物品の幅
方向に間隔を空けて且つそれぞれ前後方向に沿うように複数本設けられており、
　前記吸収体のうち前記線状接合部と対応する部分が前記難膨張部分として形成されると
ともに、各線状接合部の幅方向両側に位置する部分が前記易膨張部分として形成されてい
る、
　請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収体の裏面側に、前記線状接合部に沿う細長状の分割用弾性伸縮部材が伸長状態
で固定されている、請求項１又は２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収体は、前記第２シートの各襞が一方向に倒伏した状態で備え付けられおり、且
つ前記第２シートの各襞の両端部が倒伏状態で固定されるとともに、これら固定部間の中
間部が起立可能なように設けられている、請求項２又は３記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記襞の並設方向における隣接する前記接合部間の離間距離は、前記襞の並設方向にお
ける前記接合部の幅よりも大きくなるように構成されており、
　前記倒伏状態で、少なくとも一部の前記セルが隣接セルと一部重なり、且つ少なくとも
一部の前記セルにおいて形成される前記第２シートの二重部分及び前記第２シートの一重
部分のうち、二重部分が、隣接セルにおいて形成される前記第２シートの二重部分と重な
らないように形成されており、
　前記各セル内の最大容積に対し、その内部に封入される吸収材の吸収飽和時の見かけ容
積が７０～１２０％である、請求項４記載の吸収性物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ、生理用ナプキン等の吸収性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な使い捨ておむつ、生理用ナプキン等の吸収性物品は、基本構成として、吸収体
と、吸収体の裏面側に配置された不透液性バックシートと、吸収体の表面側に配置され、
装着者の身体に接触する透液性トップシートとを備えている。
　吸収体としては、粉砕パルプ等の親水性短繊維に高吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）を混
合し綿状に積繊したものが広く採用されているが、薄型化や軽量化の要請により、セルロ
ースアセテート等の連続繊維の集合体に高吸収性ポリマー粒子を混合したもの等も用いら
れるようになっている。特に、吸収性能を落とさずに更なる薄型化や軽量化を図るために
は、高吸収性ポリマーを増量して繊維材料を減量することが簡便かつ効果的な解決手法と
なっている。
　しかし、綿状パルプや連続繊維の集合体内に高吸収性ポリマー粒子を分散混入させる一
般的な構造では、繊維集合体内に定着しない高吸収性ポリマー粒子が増加し、高吸収性ポ
リマー粒子の偏在による吸収性能の低下や、手触りの悪化（吸収体に保持されていない高
吸収性ポリマー粒子を製品外面から触った場合、じゃりじゃりとした感じがする）など、
解決困難な課題が多い。
　このような一般的な構造の吸収体における問題点を解決するものとして、２枚の透液性
シートを間欠的に接合して接合部間にセルを形成するとともにセル内に高吸収性ポリマー
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粒子を主とする吸収材を封入した吸収体が各種提案されている（例えば下記特許文献参照
）。これら従来のものは、高吸収性ポリマー粒子の保持空間を堅固に確保するめに薄型化
が困難であるもの、高吸収性ポリマー粒子の吸収膨張のための空間は殆ど無いが薄型化が
容易であるもの、高吸収性ポリマー粒子の吸収膨張のための空間を十分に確保しつつも、
薄型化を実現しようとしたものとに大別することができる。
　しかし、これら従来のものでは、製品包装時の圧縮や使用時に加わる外力により、セル
が不規則に潰れる等、自由に変形・移動してしまい、不必要に厚くなったり、薄さが不均
一になったりするおそれがあった。そしてその結果、装着感や手触り感が悪化するだけで
なく、吸収時にセルの容積が円滑に拡大できない等、吸収性能も低下するおそれがあった
。
　この問題点に対して、本発明者は、第１シートと、所定方向に延在する襞が多数並設さ
れた第２シートとを有し、第１シートと第２シートの各襞における第１シート側底部とが
接合されて接合部が形成され、これら接合部間では第１シートと第２シートとが接合され
ずにトンネル状のセルが形成され、且つ各セル内に吸収材が移動可能に封入された吸収体
において、第２シートの各襞を倒伏状態にすることを発案した。この案によれば、吸収前
の吸収体は非常に薄くなり、装着感や手触り感に優れるようになるとともに、従来同様、
粉粒状の吸収材は多数のセル内に分配封入されているため、吸収材を多量に使用して吸収
量を増加しても、吸収体における吸収材の偏在に起因する吸収量の偏りや吸収阻害は防止
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－０１４９７８号公報
【特許文献２】特開昭６３－０５９４６４号公報
【特許文献３】特開平６－２６９４７５号公報
【特許文献４】特開２００６－２４７３９８号公報
【特許文献５】特開２００８－５３２６４８号公報
【特許文献６】特表平７－５０４２０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の技術及び本発明者による案では、吸収材の膨潤阻害を抑制す
るためにセル内に十分な隙間をもって且つ移動可能なように非固定で吸収材を封入すると
、セル内で吸収材が偏在するおそれ（特にセルの長手方向端部への偏りが起こりやすい）
があった。吸収材がセル内で偏在すると、吸収材の少ない部分で吸収性能が局所的に低下
したり、吸収材の多い部分で吸収体の厚みが局所的に増加したりすることにより、漏れが
発生したり装着感が悪化したりするおそれがあるため好ましくない。
　そこで、本発明の主たる課題は、多数のセルに吸収材が移動可能に封入された吸収体の
利点を維持しつつ、セル内における吸収材の偏在を抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　吸収体と、前記吸収体の表側に配置された透液性トップシートと、前記吸収体の裏側に
配置された不透液性バックシートとを備えた吸収性物品において、
　前記吸収体は、表裏いずれか一方側に配された第１シートと、所定方向に延在する襞が
多数並設された第２シートと、これら第１シート及び第２シート間に配された吸収材とを
有し、且つ第１シート及び第２シートのうち少なくとも表側のシートは透液性を有してお
り、
　前記第１シートと、前記第２シートの各襞における第１シート側底部とが接合されて接
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合部が形成され、これら接合部間では前記第１シートと前記第２シートとが接合されずに
トンネル状のセルが形成され、且つ各セル内に吸収材が封入されており、
　隣接する前記接合部は所定の間隔で離間しており、
　前記吸収材は少なくとも高吸収性ポリマー粒子を含む粉粒状物であり、
　前記各セル内の最大容積に対し、その内部に封入される吸収材の非吸収時の見かけ容積
は小さく、
　且つ各セル内の吸収材の少なくとも一部はそのセル内を移動可能であり、
　前記吸収体は、前記第２シートが前記トップシート側となり且つ前記第２シートの各襞
が一方向に倒伏した状態で備え付けられており、
　前記吸収体は、前記トップシート側の面が、前記セルの長手方向中間を横断する方向に
沿い且つ隣接する複数のセルにわたり延在する線状接合部によって、前記トップシートに
対して接合された難膨張部分と、前記線状接合部を有しない易膨張部分とを有している、
　ことを特徴とする吸収性物品。
【０００６】
　（作用効果）
　このような構造とすることにより、難膨張部分（線状接合部と対応する線状の部分）に
おいては、各セルは線状接合部によりトップシートを介して隣接する他のセルと一体化さ
れているため膨張し難くなる（換言すると、第２シートが第１シートから離間し難くなる
）。その結果、この難膨張部分によりセル内において難膨張部分に向かう又は難膨張部分
を通り抜けるような吸収材の移動、特にいくらか排泄物を吸収し膨張した吸収材の移動が
規制されるようになる。よって、セル内における吸収材の偏在を抑制することができる。
それでいて、セル内には十分な隙間をもって吸収材が封入されているため、吸収材の膨潤
阻害が起こり難い。
　また、吸収体が難膨張部分のみであると、吸収材の膨潤によりセルが膨らみつつ起立す
る際、セルの膨張、起立が阻害されるが、本発明では線状接合部を有しない易膨張部分を
有するため、セルの膨張阻害を回避することができる。
【０００７】
　他方、吸収体における第２シートの各襞が一方向に倒伏した状態で備え付けられている
と、吸収前の吸収体は非常に均一に薄くなり、装着感や手触り感に優れるようになるとと
もに、吸収時にセルの容積が円滑に拡大するため吸収阻害が発生し難くなる。また、第２
シートの襞がトップシート側となるように吸収体が設けられていると、排泄物受け入れ側
の表面積が大きくなるため、吸収速度に優れたものとなる。
　なお、「セル内の最大容積」とは、セルが真円断面の円柱状にあるときの容積を意味す
る（以下同じ）。
【０００８】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記第１シートと、前記第２シートの各襞における第１シート側底部とが前後方向に所
定の間隔開けて接合されて接合部が形成され、これら接合部間では前記第１シートと前記
第２シートとが接合されずに物品の幅方向に沿うトンネル状のセルが形成されており、
　前記線状接合部は、少なくとも股下部における前記セルの長手方向中間部に、物品の幅
方向に間隔を空けて且つそれぞれ前後方向に沿うように複数本設けられており、
　前記吸収体のうち前記線状接合部と対応する部分が前記難膨張部分として形成されると
ともに、各線状接合部の幅方向両側に位置する部分が前記易膨張部分として形成されてい
る、
　請求項１記載の吸収性物品。
【０００９】
　（作用効果）
　セルが物品の幅方向に沿って延在していると、前後方向に延在する場合と比較して各セ
ルの大きさが小さくなるため、吸収体における吸収材の偏在を効果的に抑制でき、またセ
ル内で吸収材が移動してもその偏在の程度は比較的に小さくて済む。さらに、襞の一つ一
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つが排泄物の前後移動を遮る堰となるため、前後漏れが発生し難くなる。しかし、セルが
物品の幅方向に沿って延在していると、股下部において排泄物が物品の幅方向に沿って拡
散し易くなる。よって、股下部においてセル内に吸収材の偏在が発生すると、いわゆる横
漏れを発生し易くなる。そこで、このようなセル形態を採用する場合、上述のように難膨
張部分及び易膨張部分をセルの長手方向に交互に形成し、セル内における吸収材の移動を
抑制するのは好ましい。
【００１０】
　＜請求項３記載の発明＞
　前記吸収体の裏面側に、前記線状接合部に沿う細長状の分割用弾性伸縮部材が伸長状態
で固定されている、請求項１又は２記載の吸収性物品。
【００１１】
　（作用効果）
　このような分割用弾性伸縮部材が設けられていると、分割用弾性伸縮部材上のセルにお
ける裏面側に位置するシート、つまり第１シートが、分割用弾性伸縮部材の収縮力が線状
に作用する部分においてその両脇の部分よりも表面側に尾根状に持ち上げられ、この尾根
状部分により当該セルが尾根状部分の一方側の小セルと他方側の小セルとに分割される。
よって、当該セル内に封入された吸収材は、尾根状部分による移動阻害作用によってセル
内での自由な移動が規制され、各小セルに保持されるようになるため、セル内における吸
収材の偏在をより効果的に抑制することができる。
【００１２】
　＜請求項４記載の発明＞
　前記吸収体は、前記第２シートの各襞の両端部が倒伏状態で固定されるとともに、これ
ら固定部間の中間部が起立可能なように設けられている、請求項２又は３記載の吸収性物
品。
【００１３】
　（作用効果）
　吸収体における第２シートの各襞の両端部が固定されていると、セルは襞の長手方向の
両端縁では膨張できないが、両端縁から中央側に向かにつれて厚み方向の膨張可能量が増
加するような膨張形状を有する。よって、セルの端部に吸収材が偏在したとしても、吸収
材は吸収膨張の際、厚み方向の膨張可能量がより多く、より膨張し易いセルの中央側に向
かって移動しながら緩やかに膨張していくことになる。その結果、セル内に、局所的に吸
収材が少ない又は多い部分が発生し難くなり、漏れや装着感の悪化は発生し難くなる。ま
た、各襞の両端部が固定されているため、所期の倒伏状態を確実に維持することができる
。
【００１４】
　＜請求項５記載の発明＞
　前記襞の並設方向における隣接する前記接合部間の離間距離は、前記襞の並設方向にお
ける前記接合部の幅よりも大きくなるように構成されており、
　前記倒伏状態で、少なくとも一部の前記セルが隣接セルと一部重なり、且つ少なくとも
一部の前記セルにおいて形成される前記第２シートの二重部分及び前記第２シートの一重
部分のうち、二重部分が、隣接セルにおいて形成される前記第２シートの二重部分と重な
らないように形成されており、
　前記各セル内の最大容積に対し、その内部に封入される吸収材の吸収飽和時の見かけ容
積が７０～１２０％である、請求項４記載の吸収性物品。
【００１５】
　（作用効果）
　このような寸法比率で形成されていると、同じ最大容積のセルを形成するにしてもセル
を比較的浅く形成することができるため、吸収体表面の襞が大きくなり過ぎず、吸収時の
セル容積の拡大がより円滑となるため好ましい。もちろん、薄さや、装着感、手触り感の
向上も図られる。
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　また、隣接する接合部の間隔が大きいと、セル入口部の面積が大きくなるため製造に際
してセル内へ吸収材を入れ易いという利点もある。
　さらに、セル同士が離れすぎると、隣接セル間に吸収材を有しない部分ができるため、
吸収量の確保が困難となる、吸収速度が遅くなるといった吸収性能の低下が発生するおそ
れがあるが、セル同士が一部重なっているとこのような吸収性能の低下は防止できる。ま
た、セル同士が離れすぎると、隣接セル間の部分とセル部分との間に比較的に大きな段差
ができ、装着感や手触り感に悪影響するおそれもある。
　ただし、このように倒伏状態で隣接するセル同士が一部重なる場合、各セルの第２シー
トの二重部分同士が重なると、その部分が過度に厚くなるだけでなく、第２シートと第１
シートとの隙間が広くなり、吸収材が移動し易くなるため好ましくない。また、セルが密
集することになるため、吸収時には隣接セルとの干渉によりセルの円滑な拡大が阻害され
るおそれがあるとともに、厚み方向に膨張が偏り、吸収後の厚みが不必要に増加するため
好ましくない。よって、この観点からは、上述のように各セルの第２シートの二重部分同
士が重ならないように構成されているのが好ましい。
　また、各セル内の最大容積に対し、その内部に封入される吸収材の吸収飽和時の見かけ
容積が７０～１２０％であると、吸収材の膨潤阻害を抑制しつつも、吸収量を従来の一般
的な吸収体と比べて顕著に向上させることができるため好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のとおり、本発明によれば、多数のセルに吸収材が移動可能に封入された吸収体の
利点を維持しつつ、セル内における吸収材の偏在を抑制できる等の利点がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】パンツタイプ使い捨ておむつの内面を示す、おむつを展開した状態における平面
図である。
【図２】パンツタイプ使い捨ておむつの外面を示す、おむつを展開した状態における平面
図である。
【図３】図１の３－３断面図である。
【図４】図１の４－４断面図である。
【図５】図１の５－５断面図である。
【図６】パンツタイプ使い捨ておむつの要部のみを示す、おむつを展開した状態における
平面図である。
【図７】パンツタイプ使い捨ておむつの斜視図である。
【図８】テープタイプ使い捨ておむつの内面を示す、おむつを展開した状態における平面
図である。
【図９】テープタイプ使い捨ておむつの外面を示す、おむつを展開した状態における平面
図である。
【図１０】図８の６－６線断面図である。
【図１１】図８の７－７線断面図である。
【図１２】図８の８－８線断面図である。
【図１３】図８の９－９線断面図である。
【図１４】吸収体の各種断面図である。
【図１５】図１４（ｃ）の断面構造を有する吸収体の平面図、及び要部断面である。
【図１６】図１４（ａ）の断面構造を有する吸収体の平面図である。
【図１７】セルが前後方向に沿う吸収体の平面図である。
【図１８】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
式的に示した、吸収体の概略断面図である。
【図１９】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
式的に示した、吸収体の要部概略断面図である。
【図２０】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
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式的に示した、吸収体の要部概略断面図である。
【図２１】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
式的に示した、吸収体の要部概略断面図である。
【図２２】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
式的に示した、吸収体の要部概略断面図である。
【図２３】セル間隔及び吸収材・セル最大容積比の違いによる、吸収時の変化の違いを模
式的に示した、吸収体の要部概略断面図である。
【図２４】他の形態を示す要部概略断面図である。
【図２５】他の吸収体の要部を概略的に示す一部破断斜視図である。
【図２６】他の吸収体の要部を概略的に示す一部破断斜視図である。
【図２７】パンツタイプ使い捨ておむつの要部を概略的に示す縦断面図である。
【図２８】パンツタイプ使い捨ておむつの要部を概略的に示す縦断面図である。
【図２９】テープタイプ使い捨ておむつの要部を概略的に示す縦断面図である。
【図３０】パンツタイプ使い捨ておむつの比較例の要部を概略的に示す縦断面図である。
【図３１】テープタイプ使い捨ておむつの比較例の要部を概略的に示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しつつ詳説する。なお、以下の説明
において、「前後方向」とは腹側（前側）と背側（後側）を結ぶ方向（縦方向）を意味し
、「幅方向」とは前後方向と直交する方向（左右方向）を意味し、「上下方向」とはおむ
つの装着状態、すなわちおむつの前身頃両側部と後身頃両側部とを重ね合わせるようにお
むつを股間部で２つに折った際に胴回り方向と直交する方向、換言すればウエスト側と股
間部側とを結ぶ方向を意味する。
【００１９】
　＜パンツタイプ使い捨ておむつの構造例＞
　図１～図７は、パンツタイプ使い捨ておむつの一例を示している。このパンツタイプ使
い捨ておむつは、製品外面（裏面）をなす外装シート１２と、外装シートの内面に貼り付
けられた内装体２００とから構成されているものである。内装体２００は、尿等の排泄物
等を吸収保持する部分であり、外装シート１２は着用者に装着するための部分である。な
お、断面図における点模様部分は各構成部材を接合する接合部分を示しており、ホットメ
ルト接着剤などのベタ、ビード、カーテン、サミットまたはスパイラル塗布などにより形
成されるものである。
【００２０】
　（内装体）
　内装体２００は任意の形状を採ることができるが、図示の形態では長方形である。内装
体２００は、図３～図５に示されるように、身体側となるトップシート３０と、不透液性
バックシート１１と、これらの間に介在された吸収体５６とを備えているものである。符
号４０は、トップシート３０を透過した液を速やかに吸収体５６へ移動させるために、ト
ップシート３０と吸収体５６との間に設けられた中間シート（セカンドシート）を示して
おり、符号６０は、内装体２００の両脇に排泄物が漏れるのを防止するために、内装体２
００の両側に設けられた、身体側に起立する立体ギャザー６０を示している。
【００２１】
　以下、各部の素材等について順に説明する。
　（トップシート）
　トップシート３０は、液を透過する性質を有するものであり、例えば、有孔又は無孔の
不織布や、多孔性プラスチックシートなどを例示することができる。また、このうち不織
布は、その原料繊維が何であるかは、特に限定されない。例えば、ポリエチレンやポリプ
ロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レーヨンやキ
ュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから二種以上が使用された混合繊維
、複合繊維などを例示することができる。さらに、不織布は、どのような加工によって製
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造されたものであってもよい。加工方法としては、公知の方法、例えば、スパンレース法
、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法、エアスル
ー法、ポイントボンド法等を例示することができる。例えば、柔軟性、ドレープ性を求め
るのであれば、スパンボンド法、スパンレース法が、嵩高性、ソフト性を求めるのであれ
ば、エアスルー法、ポイントボンド法、サーマルボンド法が、好ましい加工方法となる。
【００２２】
　また、トップシート３０は、１枚のシートからなるものであっても、２枚以上のシート
を貼り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。同様に、トップシート３０は
、平面方向に関して、１枚のシートからなるものであっても、２枚以上のシートからなる
ものであってもよい。
【００２３】
　立体ギャザー６０を設ける場合、トップシート３０の両側部は、不透液性バックシート
１１と立体ギャザー６０との間を通して、吸収体５６の裏側まで回りこませ、液の浸透を
防止するために、不透液性バックシート１１及び立体ギャザー６０に対してホットメルト
接着剤等により接着するのが好ましい。
　トップシート３０は省略することもできる。
【００２４】
　（中間シート）
　トップシート３０を透過した排泄物を吸収体へ移動させ、逆戻りを防ぐために、トップ
シート３０と吸収体５６との間に、トップシート３０より液透過速度の速い中間シート（
セカンドシートもいわれる）４０を設けることができる。この中間シート４０は、排泄物
を速やかに吸収体へ移行させて吸収体による吸収性能を高めるばかりでなく、吸収した排
泄物の吸収体からの逆戻りを防止し、トップシート３０表面の肌触りを良くするものであ
る。中間シート４０は省略することもできる。
【００２５】
　中間シート４０としては、トップシート３０と同様の素材や、スパンレース、スパンボ
ンド、スパンボンド不織布層間にメルトブローン不織布層を有する積層不織布（例えばＳ
ＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等）、パルプ不織布、パルプとレーヨンとの混合シート、ポ
イントボンド又はクレープ紙を例示できる。特にエアスルー不織布が嵩高であるため好ま
しい。エアスルー不織布には芯鞘構造の複合繊維を用いるのが好ましく、この場合芯に用
いる樹脂はポリプロピレン（ＰＰ）でも良いが剛性の高いポリエステル（ＰＥＴ）が好ま
しい。目付けは２０～８０ｇ／ｍ2が好ましく、２５～６０ｇ／ｍ2がより好ましい。不織
布の原料繊維の太さは２．２～１０ｄｔｅｘであるのが好ましい。不織布を嵩高にするた
めに、原料繊維の全部又は一部の混合繊維として、芯が中央にない偏芯の繊維や中空の繊
維、偏芯且つ中空の繊維を用いるのも好ましい。
【００２６】
　中間シート４０はトップシート３０に接合するのが好ましく、その接合にヒートエンボ
スや超音波溶着を用いる場合は、中間シート４０の素材はトップシート３０と同程度の融
点をもつものが好ましい。
【００２７】
　また、便中の固形分を透過させることを考慮するならば中間シート４０に用いる繊維の
繊度は５．０～７．０ｄｔｅｘであるのが好ましいが、トップシート３０における液残り
が多くなる。これに対して、中間シート４０に用いる繊維の繊度が１．０～２．０ｄｔｅ
ｘであると、トップシート３０の液残りは発生し難いが、便の固形分が透過し難くなる。
よって、中間シート４０に用いる不織布の繊維は繊度が２．０～５．０ｄｔｅｘ程度とす
るのが好ましい。
【００２８】
　図示の形態の中間シート４０は、吸収体５６の幅より短く中央に配置されているが、全
幅にわたって設けてもよい。中間シート４０の長手方向長さは、おむつの全長と同一でも
よいし、吸収体５６の長さと同一でもよいし、液を受け入れる領域を中心にした短い長さ
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範囲内であってもよい。
【００２９】
　（吸収体）
　吸収体５６については後にまとめて説明する。吸収体５６は、その裏面においてホット
メルト接着剤等の接着剤を介して不透液性バックシート１１の内面に接着することができ
る。
【００３０】
　（不透液性バックシート）
　不透液性バックシート１１の素材は特に限定されるものではなく、例えば、ポリエチレ
ンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂等からなるプラスチックフィルムや、ポリエチ
レン等のプラスチックフィルムに不織布をラミネートしたラミネート不織布、防水フィル
ムを介在させて実質的に液不透過性を確保した不織布（この場合は、防水フィルムと不織
布とで不透液性バックシートが構成される。）などを用いることができる。
【００３１】
　特に、不透液性バックシート１１としては、近年、ムレ防止の観点から好まれて使用さ
れている液不透過性かつ透湿性を有する素材が好適である。このような透湿性を有するプ
ラスチックフィルムとしては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に
炭酸カルシウム粒子等の無機充填剤を混練して、シートを成形した後、一軸又は二軸方向
に延伸して得られた微多孔性プラスチックフィルムが広く用いられている。このほかにも
、マイクロデニール繊維を用いた不織布や、熱や圧力をかけることで繊維の空隙を小さく
することによる防漏性強化、高吸水性樹脂または疎水性樹脂や撥水剤の塗工といった方法
により、プラスチックフィルムを用いずに液不透過性としたシートも、不透液性バックシ
ート１１として用いることができる。
【００３２】
　不透液性バックシート１１は、防漏性を高めるために、吸収体５６の両側を回りこませ
て吸収体５６のトップシート３０側面の両側部まで延在させるのが好ましい。この延在部
の幅は、左右それぞれ５～２０ｍｍ程度が適当である。
【００３３】
　また、不透液性バックシート１１の内側、特に吸収体５６との間に、液分との接触によ
り色が変化する排泄インジケータを設けることができる。
【００３４】
　（立体ギャザー）
　立体ギャザー６０は、内装体２００の両側部に沿って前後方向全体にわたり延在する帯
状部材であり、トップシート３０上を伝わって横方向に移動する尿や軟便を遮断し、横漏
れを防止するために設けられているものである。本実施の形態の立体ギャザー６０は、内
装体２００の側部から起立するように設けられ、付け根側の部分は幅方向中央側に向かっ
て斜めに起立し、中間部より先端側の部分は幅方向外側に向かって斜めに起立するもので
ある。
【００３５】
　より詳細には、立体ギャザー６０は、内装体２００の前後方向長さに等しい長さを有す
る帯状のギャザーシート６２を幅方向に折り返して二つに折り重ねるとともに、折り返し
部分及びその近傍のシート間に、細長状弾性伸縮部材６３を長手方向に沿って伸張状態で
、幅方向に間隔をあけて複数本固定してなるものである。立体ギャザー６０のうち幅方向
において折り返し部分と反対側の端部は内装体２００の側縁部の裏面に固定された取付部
分６５とされ、この取付部分６５以外の部分は取付部分６５から突出する突出部分６６（
折り返し部分側の部分）とされている。また、突出部分６６のうち前後方向両端部は、取
付部分６５から内装体２００の側部を通りトップシート３０の側部表面まで延在し且つこ
のトップシート３０の側部表面に対してホットメルト接着剤やヒートシールによる前後固
定部６７固定された付け根側部分と、この付け根側部分の先端から幅方向外側に折り返さ
れ且つ付け根側部分に固定された先端側部分とからなる。突出部分のうち前後方向中間部
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は非固定の自由部分（内側自由部分）とされ、この自由部分に前後方向に沿う細長状弾性
部材６３が伸張状態で固定されている。
【００３６】
　ギャザーシート６２としてはスパンボンド不織布（ＳＳ、ＳＳＳ等）や、スパンボンド
不織布層間にメルトブローン不織布層を有する積層不織布（例えばＳＭＳ不織布、ＳＭＭ
Ｓ不織布等）、メルトブロー不織布等の柔軟で均一性・隠蔽性に優れた不織布に、必要に
応じてシリコンなどにより撥水処理を施したものを好適に用いることができ、繊維目付け
は１０～３０ｇ／ｍ2程度とするのが好ましい。細長状弾性伸縮部材６３としては糸ゴム
等を用いることができる。合成糸ゴムを用いる場合は、太さは４７０～１２４０ｄｔｅｘ
が好ましく、６２０～９４０ｄｔｅｘがより好ましい。固定時の伸長率は、１５０～３５
０％が好ましく、２００～３００％がより好ましい。また、図示のように、二つに折り重
ねたギャザーシートの間に防水フィルムを介在させることもできる。
【００３７】
　立体ギャザー６０の自由部分に設けられる細長状弾性伸縮部材６３の本数は２～６本が
好ましく、３～５本がより好ましい。配置間隔６０ｄは３～１０ｍｍが適当である。この
ように構成すると、細長状弾性伸縮部材６３を配置した範囲で肌に対して面で当たりやす
くなる。先端側だけでなく付け根側にも細長状弾性伸縮部材６３を配置しても良い。
【００３８】
　立体ギャザー６０の取付部分６５の固定対象は、内装体２００におけるトップシート３
０、不透液性バックシート１１、吸収体５６等適宜の部材とすることができる。
【００３９】
　かくして構成された立体ギャザー６０では、細長状弾性伸縮部材６３の収縮力が前後方
向両端部を近づけるように作用するが、突出部分６６のうち前後方向両端部が起立しない
ように固定されるのに対して、それらの間は非固定の自由部分とされているため、自由部
分のみが図３に示すように身体側に当接するように起立する。特に、取付部分６５が内装
体２００の裏面側に位置していると、股間部及びその近傍において立体ギャザー６０が幅
方向外側に開くように起立するため、立体ギャザー６０が脚周りに面で当接するようにな
り、フィット性が向上するようになる。
【００４０】
　立体ギャザー６０の寸法は適宜定めることができるが、乳幼児用紙おむつの場合は、例
えば図３に示すように、立体ギャザー６０の起立高さ（展開状態における突出部分６６の
幅方向長さ）Ｗ６は１５～６０ｍｍ、特に２０～４０ｍｍであるのが好ましい。また、立
体ギャザー６０をトップシート３０表面と平行になるように、平坦に折り畳んだ状態にお
いて最も内側に位置する折り目間の離間距離Ｗ３は６０～１９０ｍｍ、特に７０～１４０
ｍｍであるのが好ましい。
　なお、図示形態と異なり、内装体２００の左右各側において立体ギャザーを二重に（二
列）設けることもできる。
【００４１】
　（外装シート）
　外装シート１２は、股間部から腹側に延在する腹側部分Ｆと、股間部から背側に延在す
る背側部分Ｂとを有し、これら腹側部分Ｆの両側部と背側部分Ｂの両側部とが接合されて
、図７に示すように、装着者の胴を通すための胴開口部ＷＯ及び脚を通すための左右一対
の脚開口部ＬＯが形成されているものである。符号１２Ａは接合部分を示している（以下
、この部分をサイドシール部ともいう）。なお、股間部とは、展開状態における腹側部分
のウエスト端縁から背側部分のウエスト端縁までの前後方向中央を意味し、それよりも前
側の部分及び後側の部分が腹側部分Ｆ及び背側部分Ｂをそれぞれ意味する。
【００４２】
　外装シート１２は、胴開口部ＷＯから脚開口部ＬＯの上端に至る前後方向範囲として定
まる胴周り部Ｔと、脚開口部ＬＯを形成する部分の前後方向範囲として定まる中間部Ｌと
を有する。胴周り部Ｔは、概念的に「ウエスト側端部」Ｗと「胴周り下部」Ｕとに分ける
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ことができる。これらの前後方向の長さは、製品のサイズによって異なり、適宜定めるこ
とができるが、一例を挙げると、ウエスト側端部Ｗは１５～４０ｍｍ、胴周り下部Ｕは６
５～１２０ｍｍとすることができる。一方、中間部Ｌの両側縁は被着者の脚周りに沿うよ
うに括れており、ここが着用者の脚を入れる部位となる。この結果、外装シート１２は、
全体としては略砂時計形状をなしている。外装シート１２の括れの程度は適宜定めること
ができ、図１～図７に示す形態のように、すっきりとした外観とするために最も幅が狭い
部分では内装体２００の幅より狭くすることもできるが、最も幅が狭い部分でも内装体２
００の幅以上となるように定めることもできる。
【００４３】
　外装シート１２は、図３～図５に示されるように、二枚のシート基材１２Ｓ，１２Ｈを
ホットメルト接着剤等の接着剤により張り合わせて形成されるものであり、内側に位置す
る内側シート基材１２Ｈはウエスト開口部ＷＯの縁までしか延在していないが、外側シー
ト基材１２Ｓは内側シート基材１２Ｈのウエスト側の縁を回り込んでその内側に折り返さ
れており、この折り返し部分１２ｒは内装体２０のウエスト側端部上までを被覆するよう
に延在されている。
【００４４】
　シート基材１２Ｓ，１２Ｈとしては、シート基材であれば特に限定無く使用できるが、
不織布であるのが好ましい。不織布は、その原料繊維が何であるかは特に限定されない。
例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド
系等の合成繊維、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから
二種以上が使用された混合繊維、複合繊維などを例示することができる。さらに、不織布
は、どのような加工によって製造されたものであってもよい。加工方法としては、公知の
方法、例えば、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法
、ニードルパンチ法、エアスルー法、ポイントボンド法等を例示することができる。特に
、肌触り及び強度を両立できる点で、スパンボンド不織布や、スパンボンド不織布層間に
メルトブローン不織布層を有する積層不織布（例えばＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等）
等の長繊維不織布が好適である。不織布は一枚で使用する他、複数枚重ねて使用すること
もできる。後者の場合、不織布１２相互をホットメルト接着剤等により接着するのが好ま
しい。不織布を用いる場合、その繊維目付けは１０～５０ｇ／ｍ2、特に１５～３０ｇ／
ｍ2のものが望ましい。
【００４５】
　また、外装シート１２を通して後述する印刷シート２５のデザインを製品外面から良好
に視認できるように、外装シート１２の総目付けは２０～６０ｇ／ｍ2程度であるのが好
ましく、外装シート１２のＪＩＳ　Ｋ　７１０５に規定される全光線透過率が４０％以上
、特に５０％以上となっているのが好ましい。
【００４６】
　そして、外装シート１２には、胴回りに対するフィット性を高めるために、両シート基
材１２Ｓ，１２Ｈ間に糸ゴム等の細長状弾性伸縮部材１５～１９が所定の伸張率で設けら
れている。細長状弾性伸縮部材１５～１９としては、合成ゴムを用いても、天然ゴムを用
いても良い。外装シート１２の両シート基材１２Ｓ，１２Ｈの貼り合せや、その間に挟ま
れる細長状弾性伸縮部材１５～１９の固定には種々の塗布方法によるホットメルト接着ま
たはヒートシールや超音波接着を用いることができる。外装シート１２全面を強固に固定
するとシートの風合いを損ねるため好ましくない。これらを組合せ、細長状弾性伸縮部材
１５～１９の接着は強固にし、それ以外の部分は接着しないか弱く接着するのが好ましい
。
【００４７】
　より詳細には、背側部分Ｂ及び腹側部分Ｆのウエスト端部（上端部）Ｗにおける内側シ
ート基材１２Ｈの内側面と外側シート基材１２Ｓの折り返し部分１２ｒの外側面との間に
は、幅方向全体にわたり連続するように、複数のウエスト部弾性伸縮部材１７，１８が上
下方向に間隔を空けて、かつ所定の伸張率で幅方向に沿って伸張された状態で固定されて
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いる。また、ウエスト部弾性伸縮部材１７，１８のうち、胴周り下部Ｕに隣接する領域に
配設される１本または複数本については、内装体２００と重なっていてもよいし、内装体
２００と重なる幅方向中央部を除いてその幅方向両側にそれぞれ設けてもよい。このウエ
スト弾性伸縮部材１７，１８としては、太さ１５５～１８８０ｄｔｅｘ、特に４７０～１
２４０ｄｔｅｘ程度（合成ゴムの場合。天然ゴムの場合には断面積０．０５～１．５ｍｍ
2、特に０．１～１．０ｍｍ2程度）の糸ゴムを、４～１２ｍｍの間隔で３～２２本程度、
それぞれ伸張率１５０～４００％、特に２２０～３２０％程度で固定するのが好ましい。
また、ウエスト部弾性伸縮部材１７，１８は、その全てが同じ太さと伸張率にする必要は
なく、例えばウエスト側端部Ｗの上部と下部で弾性伸縮部材の太さと伸張率が異なるよう
にしてもよい。
【００４８】
　また、腹側部分Ｆ及び背側部分Ｂの胴周り下部Ｕにおける内側シート基材１２Ｈの外側
面と外側シート基材１２Ｓの内側面との間には、内装体２００と重なる幅方向中央部を除
いて、その上側および幅方向両側の各部位に、幅方向全体にわたり連続するように、複数
の細長状弾性伸縮部材１５，１９が上下方向に間隔を空けて、かつ所定の伸張率で幅方向
に沿って伸張された状態で固定されている。
【００４９】
　胴回り下部Ｕの細長状弾性伸縮部材１５，１９としては、太さ１５５～１８８０ｄｔｅ
ｘ、特に４７０～１２４０ｄｔｅｘ程度（合成ゴムの場合。天然ゴムの場合には断面積０
．０５～１．５ｍｍ2、特に０．１～１．０ｍｍ2程度）の糸ゴムを、１～１５ｍｍ、特に
３～８ｍｍの間隔で５～３０本程度、それぞれ伸張率２００～３５０％、特に２４０～３
００％程度で固定するのが好ましい。
【００５０】
　また、腹側部分Ｆ及び背側部分Ｂの中間部Ｌにおける内側シート基材１２Ｈの外側面と
外側シート基材１２Ｓの内側面との間には、内装体２００と重なる幅方向中央部を除いて
、その幅方向両側の各部位に、幅方向全体にわたり連続するように、複数の細長状弾性伸
縮部材１６が上下方向に間隔を空けて、かつ所定の伸張率で幅方向に沿って伸張された状
態で固定されている。
【００５１】
　中間部Ｌの細長状弾性伸縮部材１６，１８としては、太さ１５５～１８８０ｄｔｅｘ、
特に４７０～１２４０ｄｔｅｘ程度（合成ゴムの場合。天然ゴムの場合には断面積０．０
５～１．５ｍｍ2、特に０．１～１．０ｍｍ2程度）の糸ゴムを、５～４０ｍｍ、特に５～
２０ｍｍの間隔で２～１０本程度、それぞれ伸張率１５０～３００％、特に１８０～２６
０％で固定するのが好ましい。
【００５２】
　なお、図示のように、胴回り下部Ｕ及び中間部Ｌの細長状弾性伸縮部材１５，１９，１
６，１８が、内装体２００と重なる幅方向中央部を除いてその幅方向両側にそれぞれ設け
られていると、内装体２００が幅方向に必要以上に収縮することがなく、モコモコと見た
目が悪かったり吸収性が低下したりすることがないため好ましい。この形態には、幅方向
両側にのみ弾性伸縮部材が存在する形態の他、内装体２００を横切ってその幅方向一方側
から他方側まで弾性伸縮部材が存在しているが、内装体２００と重なる幅方向中央部では
弾性伸縮部材が切断され、伸縮力が作用しない（実質的には、弾性伸縮部材を設けないこ
とに等しい）ように構成されている形態も含まれる。もちろん細長状弾性伸縮部材１５，
１９，１６，１８の配設形態は上記例に限るものではなく、胴回り下部Ｕの幅方向全体に
わたり伸縮力が作用するように、胴回り下部Ｕの細長状弾性伸縮部材１５，１９，１６，
１８の一部または全部を、内装体２００を横切ってその幅方向一方側から他方側まで設け
ることもできる。
【００５３】
　また、細長状弾性伸縮部材１５～１９が後述する印刷シート２５を横切る場合において
、細長状弾性伸縮部材１５～１９として酸化チタンを含有するゴムを用いる場合には、酸
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化チタンの含有量が低い（例えば２％以下の）ものあるいは酸化チタンを含有しないもの
を用いるのが好ましい。
【００５４】
　（後処理テープ）
　外装シート１２の背側部分Ｂの外面における幅方向中央部には、後処理テープ７０（固
定手段）が設けられている。後処理テープ７０は、おむつをトップシート３０が内側にな
るとともに腹側部分Ｆが内側となるように丸め若しくは折り畳んだ状態で固定するための
ものである。一般的な後処理テープ７０は、幅が５～１５ｍｍ程度、長さが１００～２０
０ｍｍ程度の細帯状で、基端部が外装シート１２の外面に接着剤等により固定されるとと
もに、この固定部よりも先端側の部分は三つ折り（断面Ｚ字状）や二つ折りで長さ４０～
８０ｍｍ程度に折り畳まれて、折り重なり部分間が接着剤により剥離可能に固定（仮固定
）されている。廃棄時には、おむつをトップシート３０が内側になるとともに腹側部分Ｆ
が内側となるように丸め若しくは折り畳んだ後、後処理テープ７０の折り重なり部分を剥
離して展ばし、丸めた若しくは折り畳んだおむつの背側部分Ｂからウエスト開口部ＷＯを
越えて反対側の外面まで巻き付けるようにして接着剤により固定する。後処理テープ７０
は、不使用時にはコンパクトに折り畳まれ、使用時には長尺状に展開できる三つ折り形状
のものが特に好適である。
【００５５】
　また、外装シート１２の外面に固定される基端部を有さない、全体がおむつ表面に対し
て着脱自在に取り付けられる後処理テープ７０としてもよい。このような形態である場合
は、後処理テープ７０は基材シートとメカニカルファスナーのフック材とから構成される
ことが好ましく、形状は細帯状に限るものではなく、矩形や円形、その他の図形など、適
宜の形状とすることができ、寸法は縦横それぞれ２０～１００ｍｍ程度で、面積は１００
０～５０００ｍｍ2程度とすることができる。
　なお、後処理テープ７０等の固定手段は、腹側部分Ｆに設けてもよく、背側部分Ｂと腹
側部分Ｆの両方に設けたり、幅方向中央部ではなく左右両側に設けたりしてもよい。
【００５６】
　（外装シート分割構造）
　図示例では、腹側部分Ｆから背側部分Ｂまでを一体的な外装シート１２により連続的に
覆っているが、外装シートが、装着者の胴回りのうち腹側を覆う腹側外装シートと背側を
覆う背側外装シートとに分割されており、腹側外装シートの幅方向中央部内面に内装体の
前端部がホットメルト接着剤等により連結されるとともに、背側外装シートの幅方向中央
部内面に内装体の後端部がホットメルト接着剤等により連結されており、腹側外装シート
と背側外装シートとが股間側で連続しておらず、離間されている形態も採用することがで
きる。この離間距離は１５０～２５０ｍｍ程度とすることができる。この場合、内装体に
おける不透液性バックシートの裏面には、内装体の裏面全体を覆うように、あるいは腹側
外装シートと背側外装シートとの間に露出する部分全体を覆うように、股間部外装シート
を固定することもできる。股間部外装シートとしては、前述した外装シートに用いられる
ものと同様の資材を用いることができる。
【００５７】
　（印刷シート）
　不透液性バックシート１１と外装シート１２との間（外装シート１２の層間を含む）に
は、印刷によりデザインの施された印刷シート２５が設けられている。図示例の印刷シー
ト２５は、腹側部分Ｆ及び背側部分Ｂに個別に設けられているが、腹側部分Ｆから股間部
を通り背側部分Ｂまで一体的に連続するように設けることもできる。
【００５８】
　印刷シート２５のシート基材としては、プラスチックフィルムや不織布、紙などを用い
ることができるが、嵩高く通気性の高い素材が好ましい。プラスチックフィルムを用いる
場合は、ムレ防止のため透湿性を有することが望ましい。不織布や紙は透湿性を有するた
め好ましいが、不織布を用いる場合は平滑性が高く印刷しやすいもの、紙を用いる場合は
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強度が高くインクの滲み難いものを用いるのが好ましい。特に好ましいものとしては、目
付け１５～３５ｇ／ｍ2程度、厚み０．１～０．３ｍｍ程度のクレープ紙（薄葉紙）や、
目付け１０～２５ｇ／ｍ2程度、厚み０．１～０．３ｍｍ程度の不織布（特にスパンボン
ド部の繊度が１．０～３．０ｄｔｅｘ程度のスパンボンド不織布や、スパンボンド不織布
層間にメルトブローン不織布層を有する積層不織布（例えばＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織
布等））を挙げることができる。クレープ紙を用いる場合は、クレープ率は５～２０％程
度、特に５～１５％程度のものを用いるのが好ましい。クレープ率が２０％以上であると
、インクの定着量は大きくなるが滲みが生じてデザイン印刷には適さない。クレープ率が
５％以下であるとインクが浸透しにくいため定着量が少ない。
【００５９】
　印刷シート２５の寸法・形状は特に限定されないが、例えば、印刷シート２５の幅２５
Ｘは吸収体５６の幅の５０～１２０％程度であるのが好ましく、印刷シート２５の長さ２
５Ｙは少なくとも腹側及び背側の片側で物品全長Ｙの１５～３０％程度であるのが好まし
い。また、印刷シート２５の形状はトリムロスが発生しない点では図示例のような矩形で
あるのが好ましいが、円形や楕円形、三角形、六角形等の幾何学形状、若しくはデザイン
の周囲に沿う形状にカットしても良い。
【００６０】
　＜テープタイプ使い捨ておむつの構造例＞
　図８～図１３はテープタイプ使い捨ておむつの一例を示している。図１０及び図１１は
、図８における６－６線断面及び７－７線断面をそれぞれ示した図であり、図１２及び図
１３は、図１８における８－８線断面及び９－９線断面をそれぞれ示した図である。この
テープタイプ使い捨ておむつは、幅方向中央に沿って下腹部から股間部を通り臀部までを
覆うように延在する部分であって、且つ身体側表面を形成する透液性トップシートと、外
面側に位置する不透液性バックシートとの間に吸収体５６が介在する部分である吸収性本
体部１０と、この吸収性本体部１０の前側及び後側にそれぞれ延出する部分であって、且
つ吸収体５６を有しない部分である腹側エンドフラップ部ＦＥ及び背側エンドフラップ部
ＢＥとを有するものである。
【００６１】
　また、このテープタイプ使い捨ておむつは、腹側Ｆの上縁Ｆ１側部分の両側において、
それぞれ股間部Ｃよりも幅方向外側まで延在する一対の腹側サイドフラップ部ＦＦ，ＦＦ
と、背側Ｂの上縁Ｂ１側部分の両側において、それぞれ股間部Ｃよりも幅方向外側まで延
在する一対の背側サイドフラップ部ＢＦ，ＢＦとを備えている。また、背側サイドフラッ
プ部ＢＦ，ＢＦには、係止部材としてのファスニングテープ１３０がそれぞれ設けられて
いる。
【００６２】
　より詳細には、吸収性本体部１０ならびに背側および腹側の各サイドフラップ部ＢＦ，
ＦＦの外面全体が外装シート１２により形成されている。特に、吸収性本体部１０におい
ては、外装シート１２の内面側に不透液性バックシート１１がホットメルト接着剤等の接
着剤により固定され、さらにこの不透液性バックシート１１の内面側に吸収体５６、中間
シート４０、およびトップシート３０がこの順に積層されている。トップシート３０およ
び不透液性バックシート１１は図示例では長方形であり、吸収体５６よりも前後方向およ
び幅方向において若干大きい寸法を有しており、トップシート３０における吸収体５６の
側縁より食み出る周縁部と、不透液性バックシート１１における吸収体５６の側縁より食
み出る周縁部とがホットメルト接着剤などにより固着されている。また不透液性バックシ
ート１１は透湿性のポリエチレンフィルム等からなり、トップシート３０よりも若干幅広
に形成されている。
【００６３】
　さらに、この吸収性本体部１０の両側には、装着者の肌側に突出（起立）する側部立体
ギャザー６０，６０が設けられており、この側部立体ギャザー６０，６０を形成するギャ
ザーシート６２，６２が、背側および腹側の各サイドフラップ部ＢＦ，ＦＦの内面を含め
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、吸収性本体部１０の幅方向外側の全体にわたり延在されている。
【００６４】
　以下、各部の素材等について順に説明する。
　（外装シート）
　外装シート１２は物品外面を構成する部分である。外装シート１２は、両側部の前後方
向中央部が括れた砂時計形状とされており、ここが着用者の脚周りに沿ってフィットする
部分となる。外装シート１２としては不織布が好適であるが、これに限定されない。不織
布としては、前述したパンツタイプ使い捨ておむつの外装シート１２のシート基材１２Ｓ
，１２Ｈと同様のものを用いることができるため、ここでは敢えて説明を省略する。
【００６５】
　（不透液性バックシート、トップシート及び中間シート）
　不透液性バックシート１１、トップシート３０、中間シート４０としては、前述したパ
ンツタイプ使い捨ておむつと同様のものを用いることができるため、ここでは敢えて説明
を省略する。トップシート３０及び中間シート４０は省略することもできる。
【００６６】
　（吸収体）
　吸収体５６については後にまとめて説明する。吸収体５６は、その裏面においてホット
メルト接着剤等の接着剤を介して不透液性バックシート１１の内面に接着することができ
る。
【００６７】
　（側部立体ギャザー）
　トップシート３０上を伝わって横方向に移動する尿や軟便を阻止し、横漏れを防止する
ために、製品の両側に、使用面側に突出（起立）する側部立体ギャザー６０、６０を設け
るのは好ましい。
　この側部立体ギャザー６０は、実質的に幅方向に連続するギャザーシート６２と、この
ギャザーシート６２に前後方向に沿って伸張状態で固定された細長状弾性伸縮部材６３と
により構成されている。このギャザーシート６２、弾性伸縮部材６３としては前述のパン
ツタイプと同様のものを用いることができ、弾性伸縮部材６３は、図１０及び図１１に示
すように各複数本設ける他、各１本設けることができる。
【００６８】
　ギャザーシート６２の内面は、トップシート３０の側部上に幅方向の固着始端を有し、
この固着始端から幅方向外側の部分は、不透液性バックシート１１の側部およびその幅方
向外側に位置する外装シート１２の側部にホットメルト接着剤などにより固着されている
。この固着部分のうち固着始端近傍の幅方向外側において、ギャザーシート６２と外装シ
ート１２とが対向する部分のシート間に、前後方向に沿って糸ゴム等からなる脚周り弾性
伸縮部材６４がそれぞれ設けられている。
【００６９】
　脚周りにおいては、側部立体ギャザー６０の固着始端より幅方向内側は、製品前後方向
両端部ではトップシート３０上に固定されているものの、その間の部分は非固定の自由部
分であり、この自由部分が糸ゴム６３の収縮力により起立するようになる。おむつの、装
着時には、おむつが舟形に体に装着されるので、そして糸ゴム６３の収縮力が作用するの
で、糸ゴム６３の収縮力により側部立体ギャザー６０が起立して脚周りに密着する。その
結果、脚周りからのいわゆる横漏れが防止される。
【００７０】
　図示形態と異なり、ギャザーシート６２の幅方向内側の部分における前後方向両端部を
、幅方向外側の部分から幅方向内側に延在する基端側部分とこの基端側部分の幅方向中央
側の端縁から身体側に折り返され幅方向外側に延在する先端側部分とを有する二つ折り状
態で固定し、その間の部分を非固定の自由部分とすることもできる。
【００７１】
　（ファスニングテープ）
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　ファスニングテープ１３０は、不織布、プラスチックフィルム、ポリラミ不織布、紙や
これらの複合素材からなるファスニング基材１３０Ｃの基部がおむつに取り付けられてお
り、おむつから突出する先端側部分に腹側に対する係止部として、メカニカルファスナー
のフック材１３０Ａが設けられている。フック材１３０Ａはファスニング基材１３０Ｃに
接着剤により剥離不能に接合されている。
【００７２】
　特に、水様便、軟便を頻繁に排泄する新生児～１２ヶ月程度までの乳幼児用おむつにお
いては、ファスニングテープ１３０の取り付け部分の寸法のうち、おむつの幅方向の長さ
Ｘ１は１０～５０ｍｍ、特に２０～４０ｍｍであるのが好ましく、前後方向長さＹ１は、
２０～１００ｍｍ、特に４０～８０ｍｍであるのが好ましい。また、ファスニングテープ
１３０の先端側部分の寸法のうち、おむつの幅方向の長さは３０～８０ｍｍ、特に４０～
６０ｍｍであるのが好ましく、前後方向の長さ（高さ）は２０～７０ｍｍ、特に２５～５
０ｍｍであるのが好ましい。なお、ファスニングテープ１３０の一部または全部が例えば
略テーパ形状をなし、前後方向長さや幅方向長さが一定でない場合は、上記数値範囲は平
均値にて定める。ファスニングテープ１３０の形状は、矩形形状などの左右対称形状でも
よいが、幅広の取り付け部分と細長状の先端側部分からなる凸型形状であると、先端側部
分の摘み部が摘みやすく、かつ左右の基部間の張力が広範囲に作用するため、好ましい。
フック材１３０Ａは、その外面側に多数の係合突起を有する。係合突起の形状としては、
（Ａ）レ字状、（Ｂ）Ｊ字状、（Ｃ）マッシュルーム状、（Ｄ）Ｔ字状、（Ｅ）ダブルＪ
字状（Ｊ字状のものを背合わせに結合した形状のもの）等が存在するが、いずれの形状で
あっても良い。フック材１３０Ａに代えて、ファスニングテープ１３０の係止部として粘
着材層を設けることもできる。
【００７３】
　おむつの装着に際しては、背側サイドフラップ部ＢＦを腹側サイドフラップ部ＦＦの外
側に重ねた状態で、ファスニングテープを腹側Ｆ外面の適所に係止する。ファスニングテ
ープ１３０の係止箇所の位置及び寸法は任意に定めることができる。新生児～１２ヶ月程
度までの乳幼児用おむつにおいては、係止箇所は、前後方向２０～８０ｍｍ、幅方向１５
０～３００ｍｍの矩形範囲とし、その上端縁と腹側上縁との高さ方向離間距離を０～６０
ｍｍ、特に２０～５０ｍｍとし、かつ製品の幅方向中央とするのが好ましい。
【００７４】
　ファスニングテープ１３０は、背側エンドフラップ部ＢＥと吸収体５６との境界線上に
ファスニングテープ１３０の取り付け部分が重なるように取り付けられていると、おむつ
装着時に左右のファスニングテープ１３０の取り付け部分間に働く張力により、吸収体５
６の背側端部がしっかりと体に押し当てられるため、好ましい。また、ファスニングテー
プ１３０の取り付け部分が、おむつの背側端部（後端部）と離れすぎていると、おむつ装
着時に左右のファスニングテープ１３０の取り付け部分間に働く張力がおむつの背側端部
にまで及ばないため、おむつの背側端部と身体表面との間に隙間が生じやすい。従って、
背側エンドフラップＢＥの前後方向長さは、ファスニングテープ１３０の基部の前後方向
長さと同じか又は短いことが好ましい。
【００７５】
　（ターゲット印刷シート）
　腹側Ｆにおけるファスニングテープ１３０の係止箇所には、係止を容易にするためのタ
ーゲット印刷を有するターゲット印刷シート７４を設けるのが好ましい。ターゲット印刷
シート７４は、係止部がフック材１３０Ａの場合、フック材の係合突起が絡まるようなル
ープ糸がプラスチックフィルムや不織布からなる基材シートの表面に多数設けられたもの
を用いることができ、また粘着材層の場合には粘着性に富むような表面が平滑なプラスチ
ックフィルムからなる基材シートの表面に剥離処理を施したものを用いることができる。
ここで、ターゲット印刷は、基材シートに対して施すのが好ましい。
【００７６】
　また、腹側Ｆにおけるファスニングテープ１３０の係止箇所が不織布からなる場合、例
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えば図示形態の外装シート１２が不織布からなる場合であって、ファスニングテープ１３
０の係止部がフック材１３０Ａの場合には、ターゲットテープ７４を省略し、フック材１
３０Ａを外装シート１２の不織布に絡ませて係止することもできる。この場合、ターゲッ
ト印刷シート７４を外装シート１２と不透液性バックシート１１との間に設けてもよい。
【００７７】
　（エンドフラップ部）
　エンドフラップ部は、吸収性本体部１０の前側及び後側にそれぞれ延出する部分であっ
て、且つ吸収体５６を有しない部分であり、前側の延出部分が腹側エンドフラップ部ＦＥ
であり、後側の延出部分が背側エンドフラップ部ＢＥである。
【００７８】
　背側エンドフラップＢＥの前後方向長さは、前述の理由によりファスニングテープ１３
０の取り付け部分の前後方向長さと同じか短い寸法とすることが好ましく、また、おむつ
背側端部と吸収体５６とが近接しすぎると、吸収体５６の厚みとコシによりおむつ背側端
部と身体表面との間に隙間が生じやすいため、１０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００７９】
　腹側エンドフラップ部ＦＥ及び背側エンドフラップ部ＢＥの前後方向長さは、おむつ全
体の前後方向長さＬの５～２０％程度とするのが好ましく、水様便、軟便を頻繁に排泄す
る新生児～１２ヶ月程度までの乳幼児用おむつにおいては、１０～６０ｍｍ、特に２０～
５０ｍｍとするのが適当である。
【００８０】
　（背側伸縮シート）
　図示形態では、両ファスニングテープ１３０間に、幅方向に弾性伸縮する帯状の背側伸
縮シート７０が設けられ、おむつ背側部におけるフィット性を向上させている。背側伸縮
シート７０の両端部は両ファスニングテープ１３０の取り付け部分と重なる部位まで延在
されているのが好ましいが、幅方向中央側に離間していても良い。背側伸縮シート７０の
前後方向寸法は、ファスニングテープ１３０の取り付け部分の前後方向寸法と概ね同じに
するのが適当であるが、±２０％程度の寸法差はあってもよい。背側伸縮シート７０は、
ゴムシート等のシート状弾性部材を用いても良いが、通気性の観点から、図１２に示すよ
うに、二枚の不織布等のシート基材７１をホットメルト接着剤等の接着剤により張り合わ
せるとともに、両シート基材７１間に有孔のシート状、網状、細長状（糸状又は紐状等）
等の弾性伸縮部材７２を幅方向に沿って伸張した状態で固定したものが好適に用いられる
。この場合におけるシート基材７１としては、外装シート１２と同様のものを用いること
ができる。弾性伸縮部材７２の伸張率は１５０～２５０％程度であるのが好ましい。また
、弾性伸縮部材７２として細長状（糸状又は紐状等）のものを用いる場合、太さ４２０～
１１２０ｄｔｅｘのものを３～１０ｍｍの間隔７２ｄで５～１５本程度設けるのが好まし
い。
【００８１】
　また、図示のように弾性伸縮部材７２の一部が吸収体５６を横断するように配置すると
、吸収体５６のフィット性が向上するため好ましいが、この場合は、弾性伸縮部材７２が
吸収体５６と重なる部分の一部又は全部を、切断等の手段により収縮力が働かないように
すると、吸収体５６の背側端部が幅方向に縮まないため、フィット性がさらに向上する。
【００８２】
　なお、弾性伸縮部材７２は、シートの長手方向（おむつの幅方向）にシート基材７１の
全長にわたって固定されていてもよいが、おむつ本体への取り付け時の縮みやめくれ防止
のため、シートの前後方向（おむつの幅方向）端部の５～２０ｍｍ程度の範囲においては
、収縮力が働かないように、または弾性伸縮部材７２が存在しないようにするとよい。
【００８３】
　背側伸縮シート７０は、図示形態では、不透液性バックシート１１の幅方向両側ではギ
ャザーシート６２と外装シート１２との間に挟まれ、且つ不透液性バックシート１１と重
なる部位では、不透液性バックシート１１と吸収体５６との間に挟まれるように設けられ
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ているが、トップシート３０と吸収体５６との間や不透液性バックシート１１と外装シー
ト１２との間に設けても良いし、トップシート３０の上に設けても良い。この場合、不透
液性バックシート１１の幅方向両側ではギャザーシート６２の上に設けても良い。背側伸
縮シート７０をトップシート３０の上に設け、背側伸縮シート７０を構成するシートのう
ち、少なくとも肌と接触する側のシートを、後述する吸汗放湿シート２０で構成すると、
部材の点数を減らすことができるため、好ましい。また、外装シート１２を複数枚のシー
ト基材を重ねて形成する場合には、背側伸縮シート７０全体を、外装シート１２のシート
基材間に設けても良い。
【００８４】
　＜吸収体の構造例＞
　さて、上述した使い捨ておむつにおける吸収体５６は、図３～図６、図１２～図１３に
示されるように、表裏いずれか一方側に配された第１シート５７と、所定方向に延在する
襞５８Ｆが多数並設された第２シート５８と、これら第１シート５７及び第２シート５８
間に配された吸収材５９とを有するものである。第１シート５７と、第２シート５８の各
襞５８Ｆにおける第１シート側底部とは、襞５８Ｆの並設方向と直交する方向に所定の間
隔を空けて、ホットメルト接着剤や溶着等により接合されて接合部５６ｂが形成され、こ
れら接合部５６ｂ間では第１シート５７と第２シート５８とが接合されずにトンネル状の
セル５６Ｃが形成され、且つ各セル５６Ｃ内に吸収材５９が封入されているものである。
各セル５６Ｃの長手方向両端部においても第１シート５７と第２シート５８とがホットメ
ルト接着剤や溶着等５６ｆにより接合されており、各セル５６Ｃは密閉されている。
【００８５】
　第２シート５８の各襞５８Ｆは、不規則又は複数方向に倒伏するのではなく、一方向に
倒伏しており、セル５６Ｃが潰れた状態（倒伏状態）となっているが、吸収の際には吸収
材５６の膨潤に伴ってセル５６Ｃも膨張拡大する。このように、吸収体５６における第２
シート５８の各襞５８Ｆが一方向に倒伏した状態で備え付けられていると、吸収前の吸収
体５６は非常に均一に薄くなり、装着感や手触り感に優れるようになるとともに、吸収時
にセル５６Ｃの容積が円滑に拡大するため吸収阻害が発生し難くなる。もちろん、従来同
様、粉粒状の吸収材５９は多数のセル５６Ｃ内に分配封入されているため、吸収材５９を
多量に使用して吸収量を増加しても、吸収材５９の偏在に起因する吸収量の偏りや吸収阻
害は防止される。また、非吸収時（吸収前）には、各セル５６Ｃ内の最大容積に対し、そ
の内部に封入される吸収材５９の見かけ容積は小さく、吸収材５９が膨潤するのに十分な
容積が各セルに確保されている。
【００８６】
　吸収体５６は、第１シート５７及び第２シート５８のうち、第２シート５８が表面側と
なるように備え付けられる。これにより、第２シート５８の襞５８Ｆにより吸収体５６の
表面側（受液面側）の表面積が増加し、吸収速度に優れたものとなる。
【００８７】
　また、第２シート５８の襞５８Ｆの向き（セルの長手方向）は特に限定されず、図１７
に示されるように、物品前後方向に沿って延在していても、また図６、図１５、図１６に
示されるように、物品の幅方向に沿って延在していても良い。いずれの場合にも、襞５８
Ｆの一つ一つが排泄物の移動を遮る堰となるため、襞５８Ｆの延在方向における拡散性が
向上するとともに、襞５８Ｆの延在方向と交差する方向における漏れが発生し難くなる。
ただし、第２シート５８の襞５８Ｆが物品の幅方向に沿って延在していると、前後方向に
延在する場合と比較して各セル５６Ｃの大きさが小さくなるため、セル５６Ｃ内で吸収材
５９が移動してもその偏在の程度は比較的に小さくて済むという利点がある。セル５６Ｃ
の倒伏方向も適宜定めることができ、図示形態のように第２シート５８が表面側となり、
かつ第２シート５８の襞５８Ｆが物品の幅方向に沿って延在している場合には、前側に向
かって倒伏させることもできるが、後側に向かって倒伏させると、排泄物の拡散が前側よ
りも後側に促進されるため、特にうつ伏せ寝や男児の使用時に発生しやすい腹側端部から
の尿漏れが防止されるため好ましい。
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【００８８】
　第１シート５７及び第２シート５８のうち少なくとも表側のシート（つまり第２シート
５８）は透液性を有していれば良いが、両者が透液性を有しているのが好ましい。透液性
素材としては、不織布、小孔が開いたシート、ティッシュペーパー、特にクレープ紙等を
用いることができ、高吸収性ポリマー粒子が抜け出ないシートであるのが望ましい。不織
布を使用する場合、親水性のもの（親水剤が付与されたもの含む）が好ましい。また、不
織布の中でも、スパンボンド不織布層間にメルトブローン不織布層を有する積層不織布（
例えばＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等）が特に好適であり、その材質はポリプロピレン
、ポリエチレン／ポリプロピレン複合材などを使用できる。目付けは、５～４０ｇ／ｍ2

、特に１０～３０ｇ／ｍ2のものが望ましい。不透液性素材としては、前述の不透液性バ
ックシート１１と同様の素材を用いることができる。
【００８９】
　吸収材５９は、高吸収性ポリマー粒子を含む粉粒状物であり、必要に応じて高吸収性ポ
リマー粒子以外の吸収材、例えばパルプ繊維等の親水性短繊維を混合することもできるが
、薄さ及び吸収量を重視する場合には高吸収性ポリマー粒子を８０％以上とするのが好ま
しく、高吸収性ポリマー粒子のみとするのがより好ましい。
【００９０】
　高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）粒子は特に限定されるものではないが、吸水量が４０ｇ／
ｇ以上のものが好適である。高吸収性ポリマー粒子としては、でんぷん系、セルロース系
や合成ポリマー系などのものがあり、でんぷん－アクリル酸（塩）グラフト共重合体、で
んぷん－アクリロニトリル共重合体のケン化物、ナトリウムカルボキシメチルセルロース
の架橋物やアクリル酸（塩）重合体などのものを用いることができる。
【００９１】
　高吸収性ポリマー粒子の粒径は１０００μｍ以下、特に１５０～４００μｍのものが望
ましい。また、高吸収性ポリマー粒子としては、吸水速度が４０秒以下のものが好適であ
る。吸水速度が４０秒を超えると、吸収体５６内に供給された液が吸収体５６外に戻り出
てしまう所謂逆戻りを発生し易くなる。さらに、高吸収性ポリマー粒子としては、ゲル強
度が１０００Ｐａ以上のものが好適である。これにより、液吸収後のべとつき感を効果的
に抑制できる。
【００９２】
　各部の寸法は適宜定めることができるが、襞５８Ｆの並設方向における隣接する接合部
５６ｂ間の離間距離Ｂ１は、襞５８Ｆの並設方向における接合部５６ｂの幅Ａ１よりも大
きいと、同じ最大容積のセル５６Ｃを形成するにしてもセル５６Ｃを比較的浅く形成する
ことができるため、吸収体５６表面の襞５８Ｆが大きくなり過ぎず、吸収時のセル容積の
拡大がより円滑となるため好ましい。通常の場合、接合部５６ｂ間の離間距離Ｂ１は５～
２０ｍｍ程度であるのが好ましく、接合部５６ｂの幅Ａ１は３～１５ｍｍ程度であるのが
好ましい。また、襞５８Ｆの並設間隔（Ａ１＋Ｂ１）は、８～３０ｍｍ程度であることが
好ましく、１０～２０ｍｍ程度であることがより好ましい。
【００９３】
　また、各セル５６Ｃを構成する第２シート５８部分は、襞５８Ｆの並設方向の長さが接
合部５６ｂ間の離間距離Ｂ１の２～５倍程度であるのが好ましく、２．５～４倍程度であ
るのがより好ましい。なお、各セル５６Ｃを構成する第１シート５７部分は、襞５８Ｆの
並設方向の長さが接合部５６ｂ間の離間距離Ｂ１の１倍である。
【００９４】
　また、各セル５６Ｃの長手方向寸法は、吸収体５６の幅の７０～１００％程度であるの
が好ましい。特に、図６及び図１６に示されるように、股間部においてセル５６Ｃが吸収
体５６の両側部まで達していると、吸収時に股間部の両側部が膨張してフィット性が低下
するとともに、立体ギャザー６０の効果が阻害されるおそれがある。よって、図１５及び
図１７に示されるように、股間部の両側部にセル５６Ｃを有しない領域５６Ｎを形成する
のも好ましい。このセル５６Ｃを有しない領域５６Ｎは、第２シートの襞５８Ｆを潰して
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その内面相互をホットメルト接着剤や溶着等５６ｇにより接合することにより形成できる
。
【００９５】
　例えば、図６及び図１５に示されるように、セル５６Ｃの長手方向が物品の幅方向に沿
う場合、股間部に位置するセル５６Ｃの長さを股間部の前後方向中間に向かうにつれて徐
々に短くするのが好ましい。このような構造は、第２シートの襞５８Ｆの両端部５６ｅを
、股間部の前後方向中間に向かうほど長い範囲にわたり潰して内面相互を接合することに
より形成できる。一方、図１７に示されるように、セル５６Ｃの長手方向が物品の前後方
向に沿う場合、両側部に位置するセル５６Ｃを股間部において不連続にするとともに、そ
の不連続部５６Ｎの長さを物品の幅方向外側に向かうほど長くするのが好ましい。このよ
うな構造は、第２シートの襞５８Ｆの中間部５６ｍを、物品の幅方向外側ほど長い範囲に
わたり潰して内面相互を接合することにより形成できる。
【００９６】
　セル５６Ｃの配置は適宜定めることができる。図１８～図２３に、セル間隔（離間・重
なりの程度）、及び吸収材・セル最大容積比（各セルの最大容積に対する、その内部に封
入される吸収材の吸収飽和時の見かけ容積）の違いによる、吸収時の変化の違いを模式的
に示した。各図のうち最上段の図は製造段階を示し、上から２番目の段の図は吸収前の状
態（ただし、理解を容易にするために襞５８Ｆが若干立っている状態）を示し、上から３
番目の段の図は吸収材５９が膨潤した状態（ただし、吸収飽和前の中途状態）を示し、最
下段の図は吸収材５９が吸収飽和した状態を示している。
【００９７】
　図１８～図２３における（ｂ－１）～（ｂ－３）、（ｃ－１）～（ｃ－３）及び（ｄ－
１）～（ｄ－３）に示されるように、少なくとも一部のセル５６Ｃは倒伏状態で、隣接セ
ル５６Ｃと一部重なるように形成されているのが好ましい。図１８～図２３における（ａ
－１）～（ａ－３）に示されるように、セル５６Ｃ同士が離れすぎると、隣接セル５６Ｃ
間に吸収材５９を有しない部分ができるため、吸収量の確保が困難となる、吸収速度が遅
くなるといった吸収性能の低下が発生するおそれがあるが、セル５６Ｃ同士が一部重なっ
ているとこのような吸収性能の低下は防止できる。また、セル５６Ｃ同士が離れすぎると
、セル５６Ｃの無い部分とセル５６Ｃ部分との間に比較的に大きな段差ができ、装着感や
手触り感に悪影響するおそれもある。
【００９８】
　ただし、図１８～図２３における（ｄ－１）～（ｄ－３）に示されるように、倒伏状態
で隣接するセル５６Ｃの第２シート５８の二重部分同士が重なると、その部分が過度に厚
くなるだけでなく、第２シート５８と第１シート５７との隙間が広くなり、吸収材５９が
移動し易くなるため好ましくない。また、セル５６Ｃが密集することになるため、吸収時
には隣接セル５６Ｃとの干渉によりセル５６Ｃの円滑な拡大が阻害されるおそれがあると
ともに、厚み方向に膨張が偏り、吸収後の厚みが不必要に増加するため好ましくない。よ
って、この観点からは、図１８～図２３における（ｂ－１）～（ｂ－３）及び（ｃ－１）
～（ｃ－３）に示されるように、倒伏状態で、少なくとも一部のセル５６Ｃにおいて形成
される第２シート５８の二重部分及び第２シート５８の一重部分のうち、二重部分５８が
、隣接セル５６Ｃにおいて形成される第２シート５８の二重部分と重ならないように形成
されているのが好ましい。
　なお、セル５６Ｃの間隔は、襞５８Ｆの並設方向において部分的に狭く又は広くなって
いても良いが、製造容易性の観点からは一定であるのが好ましい。
【００９９】
　他方、吸収材・セル最大容積比は、セル５６Ｃの寸法、吸収材５９の種類（特に飽和吸
収時の膨張倍率の違い）、吸収材５９の使用量等を変えることにより、目的の吸収性能に
応じて適宜定めることができる。吸収材・セル最大容積比が７０～１２０％であると、図
１８～図２３における（ａ－１）～（ａ－２）、（ｂ－１）～（ｂ－２）、（ｃ－１）～
（ｃ－２）及び（ｄ－１）～（ｄ－２）に示されるように、多くの場合において、吸収材
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５９の膨潤阻害を抑制しつつも、吸収量を従来の一般的な吸収体と比べて顕著に向上させ
ることができるため好ましい。
【０１００】
　ここで、吸収量に十分な余裕を持たせるためには、吸収材・セル最大容積比は１００％
以上であるのが好ましい。ただしその場合、セル５６Ｃ内の吸収材５９が吸収飽和に達し
たときには膨潤阻害が発生してしまう。そのような状態まで吸収することはむろん好まし
いことではないが、むしろそのような状態になったときに、隣接するセル５６Ｃ相互が接
触して吸収阻害が発生する（排泄物がセル５６Ｃの裏側に回り込み難くなる又は隣接セル
５６Ｃの膨張が阻害される等）方が問題である。よって、また、特に吸収材・セル最大容
積比が１００％以上であるときには、図１８～図２３における（ａ－１）～（ａ－３）及
び（ｂ－１）～（ｂ－３）に示されるように、各セル５６Ｃが容積最大の状態にあるとき
、隣接するセル５６Ｃが互いに接しないように配置されているのが好ましい。
【０１０１】
　特にこの場合、図１８～図２３における（ｂ－１）～（ｂ－３）に示されるように、各
セル５６Ｃが容積最大の状態にあるとき、襞５８Ｆの並設方向における各セル５６Ｃの幅
Ｂ４（図１８（ａ）参照）が、襞５８Ｆの並設方向における隣接セル５６Ｃ相互の離間距
離Ａ４（図１８（ａ）参照）よりも大きくなるような寸法比率で形成されていると、同じ
最大容積のセル５６Ｃを形成するにしても、吸収後のセル５６Ｃ同士の間隔が空き過ぎず
、吸収後における吸収体５６の凹凸の感触が少ないため好ましい。
【０１０２】
　一方、吸収材・セル最大容積比が１００％未満、つまり吸収材５９が吸収飽和の状態で
もセル５６Ｃが最大容積まで膨らまない形態は、吸収材５９の膨潤阻害が原理的には発生
しない点で一つの好ましい形態である。図２２及び図２３における（ａ－３）～（ｄ－３
）は、吸収材・セル最大容積比が７０％程度の場合を想定したものであるが、この図から
も判るように、吸収材・セル最大容積比が１００％未満の場合には、倒伏状態で隣接セル
５６Ｃ同士が一部重なるように形成されており、且つ襞５８Ｆの並設方向における隣接セ
ル５６Ｃの重なり幅Ａ２’は、襞５８Ｆの並設方向における接合部の幅Ａ１よりも大きい
と、隣接セル５６Ｃの重なり幅が十分に広くなり、ある程度の吸収量まではセル５６Ｃは
隣接するセル５６Ｃと重なる状態を維持することができるため、より多くのセル５６Ｃに
対して排泄物を供給することができ、吸収体５６の使用効率が良く、単位面積当たりの吸
収量が少なくならない。
【０１０３】
　特に、吸収性物品のうち装着者の排泄物の排泄部位及びその近傍では、吸収材５９は飽
和状態まで吸収することが多いため、少なくともこの部位のセル５６Ｃにおいては、吸収
材５９が吸収飽和したときにセル５６Ｃ内の最大容積を超えないようにすること、具体的
には、吸収材・セル最大容積比を８０～１００％程度にすることも一つの好ましい形態で
ある。
【０１０４】
　吸収材５９の使用量は、吸収材５９の吸収飽和時の見かけ容積とセル５６Ｃの最大容積
との関係に基づいて適宜定めるのが好ましいが、吸収量の観点からは、吸収体５６の単位
面積あたりの含有量で１００ｇ／ｍ2以上、特に１５０ｇ／ｍ2以上は確保するのが好まし
い。
【０１０５】
　必要であれば、吸収材５９は、各セル５６Ｃ毎に封入量を調整できる。たとえば、排泄
部位の封入量を他の部位より多くすることができる。男女差を考慮する場合、男用は前側
の封入量を高め、女用は中央部の封入量を高めることができる。また、吸収体５６の平面
方向において局所的（例えばスポット状）に吸収材５９が存在しないセル５６Ｃを設ける
こともできる。
【０１０６】
　他方、吸収体５６における第２シート５８の各襞５８Ｆは、その全体が自由に起立・倒
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伏できるように非固定となっていても良いが、製造過程又は流通過程において襞５８Ｆが
乱れてしまうと、商品価値の低下はもちろんのこと、円滑なセル５６Ｃの膨張が困難とな
り、吸収性能にも悪影響を及ぼしかねない。特に問題なのは、セル５６Ｃ内における吸収
材５９の偏在の影響を受け易いことである。吸収材５９が非固定で移動可能である場合、
製品流通過程又は使用時におけるセル５６Ｃの向きによって、重力によりセル５６Ｃ内の
鉛直方向下方寄りに移動する。例えば、図示形態のようにセル５６Ｃが物品の幅方向に沿
って延在し且つ後側に倒伏している場合には、おむつの保管時の向きや、装着者の動きに
よって、セル５６Ｃの長手方向一方側の端部に吸収材５９が偏ることがある。このような
事態が発生すると、吸収材５９の少ない部分で吸収性能が局所的に低下したり、吸収材５
９の多い部分で吸収体の厚みが局所的に増加したりすることにより、漏れが発生したり装
着感が悪化したりするおそれがあった。特に、図示形態のように、セル５６Ｃが物品の幅
方向に沿って延在している場合に、セルの端部に吸収材５９が偏ると、この部分における
吸収時の厚みが増加することにより、立体ギャザー６０があってもその高さが相対的に低
くなり、立体ギャザーを乗り越えて漏れが発生し易くなる。
【０１０７】
　そこで、図示形態では、吸収体５６における第２シート５８の各襞５８Ｆは両端部５６
ｅが倒伏状態で固定されるとともに、これら固定部５６ｅ間の中間部が起立可能なように
非固定（又は剥離可能に固定されていても良い）とされている。
【０１０８】
　この襞５８Ｆの固定は、図１５に示されるように、単に第２シートの各襞５８Ｆの両端
部５６ｅにおいて倒伏状態で当接する襞５８Ｆの外面同士をホットメルト接着剤や溶着に
等５６ｈより接合するだけでも良いが、限られた吸収体設置面積をこのような吸収に殆ど
寄与しない固定部で消費するのは好ましくない。よって、次のような構造も提案される。
【０１０９】
　第１の固定構造は、図３及び図１４（ｂ）に示されるように、吸収体５６における幅方
向両側部５６ｅが裏側に折り返されて、吸収体５６の裏面に対してホットメルト接着剤や
溶着等の接合手段５６ｉにより固定されることにより、第２シート５８の各襞５８Ｆの両
端部５６ｅが倒伏状態で固定されているものである。このような固定構造を採用すること
により、各セル５６Ｃはその両端縁まで、つまり吸収体５６の幅一杯にわたり膨張、起立
できるようになる。図１４（ｄ）に示されるように、吸収体５６の裏面に対する接合手段
５６ｉを省略し、裏面側隣接部材、すなわち図示形態においては液不透過性シート１１に
、吸収体５６の折返し部分５６ｅをホットメルト接着剤や溶着等の接合手段により固定し
ても同様である。折り返し部分５６ｅの幅は、１０～２５ｍｍ程度が適当であり、接合手
段５６ｉの幅は０～１５ｍｍ程度が適当である。この第１の構造は、吸収体５６の周囲に
食み出すフラップ部が無いか又は少ないパンツタイプ使い捨ておむつや、パッドタイプ使
い捨ておむつ等に好適なものである。
【０１１０】
　反対に、図１４（ａ）に示されるように、吸収体５６における幅方向両側部が表側に折
り返されて、吸収体５６の表面に対してホットメルト接着剤や溶着等の接合手段５６ｉを
介して固定されることにより、第２シートの各襞５８Ｆの両端部５６ｅが倒伏状態で固定
されている構造も採用することができる。この第２の構造においては、各セル５６Ｃは表
面側に折り返されて固定された折り返し部分５６ｅの範囲では膨張が抑制され、殆ど膨張
できないものの、それ以外の範囲、つまり吸収体５６の幅のほぼ一杯にわたる範囲では膨
張、起立できるようになる。さらに、吸収体５６の表面に対する接合手段５６ｉを折り返
し部分５６ｅの縁まで形成せず、折り返し部分５６ｅの縁部を吸収体５６の表面から離間
させると、吸収体５６の幅方向両側部に折り返し部分５６ｅによる堰が形成され、横漏れ
防止機能が発揮されるようになる利点がある。そして、図１４（ｅ）及び図２５に示され
るように、吸収体５６の表面に対する接合手段５６ｉを完全に省略すると、折り返し部分
５６ｅがシートの曲げ反発力により吸収体５６の表面に対して浮きやすくなり、折り返し
部分５６ｅによる堰がより高く、より深く形成されるようになり、また、各セル５６Ｃは
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吸収体５６の幅一杯にわたり膨張、起立できるようになる。折り返し部分５６ｅを横漏れ
防止の堰として利用する場合は、吸収体５６の表面から離間する折り返し部分５６ｅを、
表面側隣接部材、すなわち図示形態においてはトップシート３０に、吸収体５６の折返し
部分５６ｅをホットメルト接着剤や溶着等の接合手段により固定するのが好ましい。折り
返し部分５６ｅの幅は、１０～２５ｍｍ程度が適当であり、接合手段５６ｉの幅は０～１
５ｍｍ程度が適当である。この第２の構造も、吸収体５６の周囲に食み出すフラップ部が
無いか又は少ないパンツタイプ使い捨ておむつや、パッドタイプ使い捨ておむつ等に好適
なものである。
【０１１１】
　また、図１０に示されるように、吸収体５６の第２シート５８側に、第２シート５８の
各襞５８Ｆの延在方向両側部の前後方向全体にわたり重なる部材、例えば図示形態におけ
るトップシート３０やギャザーシート６２等の第２シート側部材がある場合は、吸収体５
６における幅方向両側部を前後方向全体にわたりその第２シート側部材に対してホットメ
ルト接着剤や溶着等の接合手段５６ｊを介して固定することにより、第２シートの各襞５
８Ｆの両端部５６ｅを倒伏状態で固定することも可能である。この第３の構造では、図１
４（ｃ）及び図２６にも示されるように、吸収体５６両側部の折り返し部分５６ｅを有さ
ないため、吸収体の全幅にわたって一様な薄さを得ることができる。さらに、吸収体５６
の両側部を折り返さなくても、襞５８Ｆの両端部を固定することができるため、製造工程
が簡易なものとなる。
【０１１２】
　特に、図１０に示されるように、吸収体５６の第１シート５７側に、吸収体５６の幅方
向両側部の前後方向全体にわたり重なる第１シート側部材（図示形態におけるバックシー
ト１１や外装シート１２等）があり、第１及び第２シート側部材が吸収体５６の周縁から
幅方向内側に延在している場合は、これら第１及び第２シート側部材間で吸収体５６の両
側部を挟持して、ホットメルト接着剤や溶着等の接合手段５６ｋを介して固定することに
より、第２シートの各襞５８Ｆの両端部５６ｅを倒伏状態で固定するのも好ましい。この
第３の構造は、吸収体５６の周囲に食み出すフラップ部を有するテープタイプ使い捨てお
むつや、パッドタイプ使い捨ておむつ等に好適なものである。
【０１１３】
　以上説明したように構成された吸収体５６においては、図３の上段に示される吸収後の
要部、図１０及び図１４に二点鎖線で示される膨張線からも判るように、セル５６Ｃはそ
の両端縁では膨張できないが、両端縁から中央側に向かにつれて厚み方向の膨張可能量が
増加するような膨張形状を有する。よって、セル５６Ｃの端部に吸収材５９が偏在したと
しても、吸収材５９は吸収膨張の際、厚み方向の膨張可能量がより多く、より膨張し易い
セル５６Ｃの中央側に向かって移動しながら緩やかに膨張していくことになる。その結果
、セル５６Ｃ内に、局所的に吸収材５９が少ない又は多い部分が発生し難くなり、漏れや
装着感の悪化は発生し難くなる。特に、図示形態のように、セル５６Ｃが物品の幅方向に
沿って延在している場合であっても、セル５６Ｃの両端部の厚みが殆ど増加しないため、
立体ギャザー６０との間に深いポケットが形成され、立体ギャザー６０の漏れ防止機能が
十全に発揮されるようになる。
【０１１４】
　（難膨張部分）
　特徴的には、吸収体５６は、そのトップシート３０側の面が、セル５６Ｃの長手方向中
間を横断する方向に沿い且つ隣接する複数のセル５６Ｃにわたり延在する線状接合部５６
ｙによって、トップシート３０に対して接合された難膨張部分９０と、そのような隣接す
る複数のセルにわたる線状接合部５６ｙを有しない易膨張部分９１とを有している。図示
例では、セル５６Ｃの長手方向は物品の幅方向となるため、線状接合部５６ｙはセル５６
Ｃの長手方向中間部に物品前後方向に沿って設けるのが好ましく、セル５６Ｃの長手方向
中間を横断する限り物品前後方向に対して若干傾斜させることもできる。また線状接合部
５６ｙは図示例のように直線状に配置する他、脚周りに沿う湾曲状に配置することも可能
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である。なお、難膨張部分９０の位置は線状接合部５６ｙと対応するものであり、易膨張
部分９１は難膨張部分９０以外の膨張可能部分であり、いずれも線状接合部の位置により
決まるため、これらの位置の説明は敢えて省略する。
【０１１５】
　線状接合部５６ｙの前後方向位置は複数のセルにわたり延在する限り適宜定めることが
でき、図示例のように吸収体の全長にわたり設けるのが好ましいが、吸収体５６の前後方
向中間部（例えば、股下部や、股下部その前後両側を含む範囲）にのみ設けることもでき
る。
【０１１６】
　線状接合部５６ｙは一本だけとしても効果はあるが、物品の幅方向に間隔を空けて複数
本設けるのが好ましく、図２８に示すように多数設けることもできる。この場合、セル５
６Ｃの長手方向（物品の幅方向）をほぼ等分割するように線状接合部５６ｙを配置するの
が好ましく、図示例のようにセル５６Ｃの長手方向両端部に線状接合部を設け、これらの
間を等分割するように線状接合部５６ｙを配置するのが好ましいが、必要に応じて不等分
割するように線状接合部５６ｙを配置することもできる（図示略）。より具体的には、線
状接合部５６ｙ間の間隔（易膨張部分９１の幅に等しい）は、１０～６０ｍｍ程度、特に
２０～４０ｍｍ程度とするのが好ましい。セル５６Ｃの長手方向両端部に線状接合部５６
ｙを設けない場合は、線状接合部５６ｙとセル５６Ｃの側縁との間隔も同様の範囲から選
択することができる。また、線状接合部５６ｙの幅は適宜定めることができるが、０．５
～１０ｍｍ程度とするのが好ましい。
【０１１７】
　線状接合部５６ｙはその本数によらず物品の幅方向中央線に関して対称に配置されてい
るのが好ましい。また、線状接合部５６ｙは複数本設ける場合には互いに平行をなすよう
に配置する他、非平行に配置することも可能である。
【０１１８】
　線状接合部５６ｙは、ホットメルト接着剤等の接着剤層により形成する他、ヒートシー
ルや超音波シール等の接合素材の溶着部により形成することもできる。なお、符号５６ｓ
はトップシート３０を吸収体５６の裏面両側部に固定するための接合部を示しており、こ
れも同様にホットメルト接着剤等により形成することができる。
【０１１９】
　このような線状接合部５６ｙが設けられていると、図２７～図２９に示すように、難膨
張部分（線状接合部５６ｙと対応する線状の部分）９０においては、各セル５６Ｃは線状
接合部９０によりトップシート３０を介して隣接する他のセル５６Ｃと一体化されている
ため膨張し難くなる（換言すると、第２シート５８が第１シート５７から離間し難くなる
）。その結果、この難膨張部分９０によりセル５６Ｃ内において難膨張部分９０に向かう
又は難膨張部分９０を通り抜けるような吸収材５９の移動、特にいくらか排泄物を吸収し
膨張した吸収材５９の移動が規制されるようになる。よって、セル５６Ｃ内における吸収
材５９の偏在を抑制することができる。それでいて、セル５６Ｃ内には十分な隙間をもっ
て吸収材５９が封入されているため、吸収材５９の膨潤阻害が起こり難い。これに対して
、図３０及び図３１に示すように、難膨張部分９０及び易膨張部分９１を有しないと吸収
材５９がセル５６Ｃの長手方向に移動して偏在し易い。特に、セル５６Ｃが物品の幅方向
に沿って延在していると、股下部において排泄物が物品の幅方向に沿って拡散し易くなる
ため、股下部においてセル５６Ｃ内に吸収材５９の偏在が発生すると、いわゆる横漏れを
発生し易くなる。よって、上述の難膨張部分９０及び易膨張部分９１によってセル５６Ｃ
内における吸収材５９の偏在を抑制するのは好ましい。
【０１２０】
　（分割用弾性伸縮部材）
　図示例では、上述の難膨張部分に加えて、吸収体５６の裏面側に、線状接合部５６ｙに
沿う細長状の分割用弾性伸縮部材８０が伸長状態でホットメルト接着剤等により固定され
ている。
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　分割用弾性伸縮部材８０の前後方向位置は適宜定めることができ、図示例では吸収体５
６の前後方向中間部（股下部を含む）にのみ設けているが、さらに前側又は後側に伸ばし
たり、あるいは股下部のみとしたりすることができる。分割用弾性伸縮部材８０は吸収体
５６の前後方向中間部（股下部を含む）にのみ設けているが、さらに前側又は後側に伸ば
したり、あるいは股下部のみとしたりすることができる。具体的に、分割用弾性伸縮部材
８０は、物品の全長を１００％（前端を０％とする）としたとき、物品の前後方向中央よ
り前側に位置する１０～３０％の部位から物品の前後方向中央より後側に位置する５０～
９０％の部位まで延在させるのが好ましい
【０１２１】
　分割用弾性伸縮部材８０は、線状接合部のいずれかに対応するように配置されるのが好
ましいが、全ての線状接合部に対応させて線状接合部と同数設ける他、図示例のように一
部の線状接合部に対してのみ設けたり、あるいは線状接合部を有しない部分にも設けたり
することもできる。あるいは、図２７及び図２９に示すように、分割用弾性伸縮部材８０
を吸収体の幅方向の中心線に対称な吸収体の幅方向の側縁から吸収体の幅方向の幅に対し
１５～４０％の位置にそれぞれ１本ずつ設けると、吸収体股間部の幅方向中央部と幅方向
両側部の垂れ下がりを防止しフィット性に優れ、また、排泄物である尿、便の外部への漏
れ出しも低減することができる。
【０１２２】
　分割用弾性伸縮部材８０としては、糸状、帯状等の天然又は合成ゴムを用いることがで
きる。分割用弾性伸縮部材８０の太さは、合成糸ゴムを用いる場合は３１０～１２４０ｄ
ｔｅｘが好ましく、４７０～９４０ｄｔｅｘがより好ましい。天然ゴムの場合はこれと同
等の太さするのが好ましい。分割用弾性伸縮部材８０の固定時の伸長率は、２００～３５
０％が好ましく、２２０～２８０％がより好ましい。
【０１２３】
　分割用弾性伸縮部材８０は、吸収体５６の裏面側に配置される限り、図示例のように吸
収体５６の裏面（第１シート５７）と不透液性バックシート１１との間に挟持固定する他
、不透液性バックシート１１と外装シート１２との間等、任意の表裏方向位置に挟持固定
することができる。
【０１２４】
　このような分割用弾性伸縮部材８０が設けられていると、図２７～図２９に示すように
、分割用弾性伸縮部材８０上のセル５６Ｃにおける第１シート５７が、分割用弾性伸縮部
材８０の収縮力が線状に作用する部分においてその両脇の部分よりも表面側に尾根状に持
ち上げられ、この尾根状部分により当該セル５６Ｃが尾根状部分の一方側の小セル５６Ｃ
と他方側の小セル５６Ｃとに分割される。よって、当該セル５６Ｃ内に封入された吸収材
５９は、尾根状部分による移動阻害作用によってセル５６Ｃ内での自由な移動が規制され
、各小セル５６Ｃに保持されるようになるため、セル５６Ｃ内における吸収材５９の偏在
をより効果的に抑制することができる。
　もちろん、この分割用弾性伸縮部材８０は省略することも可能であり、その場合は吸収
体の第１シート５７が図３０及び図３１に示す例と同様に尾根状に持ち上がることはない
。
【０１２５】
　（その他）
　上述したセル内偏在防止効果があるとはいえ、吸収材５９が非固定でセル５６Ｃ内を自
由に移動できる限り、セル５６Ｃ内での吸収材５９の偏在を完全には防止できない。よっ
て、吸収材５９の全てが非固定でセル５６Ｃ内を自由に移動できるようになっていても良
いのであるが、吸収材５９の一部はホットメルト接着剤を介して第２シート５８又は第１
シート５７に固定し、残部は固定せずに移動可能となし、吸収材５９の偏りをある程度防
止しつつ膨潤阻害も防止することもできる。この吸収材５９の固定は、吸収後まで固定が
持続するものだけでなく、排泄物の吸収膨張により固定が外れて自由になることも含む。
通常の場合において、吸収材５９の一部を固定する場合、その割合は３０～８０重量％程
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度とするのが望ましい。
　なお、装着状態では、股間より前側に位置するセル５６Ｃ内では先端部に吸収材５９が
偏り、股間より後側に位置するセル５６Ｃ内では先端部に吸収材５９が偏ることになるが
、この吸収材５９の偏在が吸収機能に与える影響は少ない。
【０１２６】
　他方、トップシート３０の皺寄りを防止するためにはトップシート３０を吸収体５６に
対して固定するのが好ましいが、第２シート５８の襞５８Ｆがトップシート３０側に位置
する場合において従来の一般的な固定形態を採用すると、吸収時に吸収材５９の膨潤によ
りセル５６Ｃが膨らみつつ起立する際、セル５６Ｃの膨張、起立が阻害されるおそれがあ
る。そこで、図５、図１２、図１３及び図２４に示されるように、吸収体５６の第２シー
ト５８における少なくとも固定部５６ｂ間の部分を、前後方向にセル５６Ｃの配置間隔に
対応する間隔をもってトップシート３０に対して間欠的に接合することも提案する。この
場合、トップシート３０に対する接合部５６ｄは、図２４（ａ）に示されるように、第２
シートの襞５８Ｆの先端であるのが好ましいが、図２４（ｂ）に示されるように、多少ず
れていても、セル５６Ｃの配置間隔とトップシート・吸収体の接合部５６ｄの間隔とが対
応していれば、トップシート３０の皺寄りを防止できるものでありながら、セル５６Ｃが
円滑に膨張、起立できるようになる。なお、この場合、難膨張部分９０を形成する前後方
向の線状接合部５６ｙと、物品の幅方向に沿う間欠接合部５６ｄとが組み合わさるため、
全体的に見るとトップシート３０に対する吸収体５６の接合部は格子状のパターンとなる
。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、パンツタイプ、テープタイプ、パッドタイプの使い捨ておむつ、生理用ナプ
キン等、吸収性物品全般に利用できるものである。
【符号の説明】
【０１２８】
　１１…不透液性バックシート、１２…外装シート、１２ｒ…折り返し部分、２５…印刷
シート、２００…内装体、３０…トップシート、４０…中間シート、５０…吸収要素、５
６…吸収体、５６Ｃ…セル、５６ｂ，５６ｄ，５６ｙ…接合部、５７…第１シート、５８
…第２シート、５８Ｆ…襞、５９…吸収材、６０…側部立体ギャザー、６２…ギャザーシ
ート、８０…分割用弾性伸縮部材、９０…難膨張部分、９１…易膨張部分。
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